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 新旧対照表 

  浦安市重度障がい者等自動車燃料費の助成に関する規則（平成21年規則第48号）の一部改正 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

（助成対象者） 

第３条 自動車燃料費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」と

いう。)は、次の各号のいずれにも該当する重度障がい者等とする。 

 (1)・(2) 省 略 

 (3) 当該重度障がい者等が属する世帯に属する者のいずれかが、道路交通法

（昭和35年法律第105号）第84条第２項に規定する第一種運転免許（以下

「第一種運転免許」という。）を受けていること。 

２ 省 略 

（助成資格の認定申請及び決定等） 

第５条 自動車燃料費の助成を受けようとする者は、当該者の属する世帯に属

する者のいずれかが所有し、又は使用する自動車を１台指定した上で、浦安

市重度障がい者等自動車燃料費助成金助成資格認定申請書（別記第１号様

式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 (1) 省 略 

 (2) 第一種運転免許を受けていることが分かる書類 

 (3) 省 略 

２ 省 略 

（現況の届出） 

第９条 省 略 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 省 略 

 (2) 第一種運転免許を受けていることが分かる書類 

 (3)・(4) 省 略 

３・４ 省 略 

 

 

（助成対象者） 

第３条 同 左 

 

 (1)・(2) 同 左 

 (3) 当該重度障がい者等が属する世帯に属する者のいずれかが、道路交通法

（昭和35年法律第105号）第84条第２項に規定する第一種運転免許を受けて

いること。 

２ 同 左 

（助成資格の認定申請及び決定等） 

第５条 同 左 

 

 

 

 (1) 同 左 

 (2) 運転免許証の写し 

 (3) 同 左 

２ 同 左 

（現況の届出） 

第９条 同 左 

２ 同 左 

 (1) 同 左 

 (2) 運転免許証の写し 

 (3)・(4) 同 左 

３・４ 同 左 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

 
  



 -３- 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

 
 

 
 



 -４- 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

 

附 則 

 この規則は、令和７年３月24日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


